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(57)【要約】
【課題】自車両の周囲の障害物によってセンサに死角が
存在する場合であっても、自車両の自動発進を可能にす
る運転支援方法及び運転支援装置を提供する。
【解決手段】
　運転支援装置は、自車両に搭載されて自車両の周囲の
物体を検出する物体検出部２１と、物体検出部２１によ
り検出された物体に基づいて自車両を制御する処理部１
００とを備え、処理部１００は、自車両の周囲の道路情
報、自車両の位置又は姿勢、および、物体検出部によっ
て検出した物体に基づいて、自車両が走行する走行経路
と交錯する交錯道路に存在し、物体によって生じる物体
検出部の死角となる第１領域を算出し、第１領域が減少
するように自車両の位置又は姿勢を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両に搭載された、前記自車両の周囲の物体を検出する物体検出部と、前記物体検出
部により検出された前記物体に基づいて前記自車両を制御するコントローラと、を備える
制御装置における運転支援方法であって、
　前記自車両が第１車速以下に減速したか否かを判定し、前記自車両が前記第１車速以下
に減速したと判定された後に、
　　前記自車両の周囲の道路情報、前記自車両の位置又は姿勢、および、前記物体に基づ
いて、前記自車両が走行する走行経路と交錯する交錯道路に存在し、前記物体によって生
じる前記物体検出部の死角となる第１領域を算出し、
　　前記第１領域が減少するように前記自車両の位置又は姿勢を制御すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の運転支援方法であって、
　前記自車両が交差点内を走行する場合に、
　　前記物体として前記自車両に対向する他車両を検出し、
　　前記他車両に基づいて前記第１領域を算出すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の運転支援方法であって、
　第２車速以下の車速で走行する前記他車両に基づいて前記第１領域を算出すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の運転支援方法であって、
　前記第１領域が減少するように前記自車両の位置又は姿勢を制御した後、前記自車両が
前記交錯道路を横断する制御を行うこと
を特徴とする運転支援方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　前記自車両が前記交錯道路よりも優先度が低い非優先車線を走行しているか否かを判定
し、
　前記自車両が前記非優先車線を走行していると判定された場合に、前記第１領域が減少
するように前記自車両の位置又は姿勢を制御すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　前記走行経路のうち、前記交錯道路を走行する他車両および前記物体が通過する確率が
所定値以下となる位置の集合を第２領域として算出し、
　前記第２領域の中で前記自車両の停止位置を設定し、
　前記停止位置に向かって前記自車両を前進させること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の運転支援方法であって、
　前記第２領域に含まれる複数の前記位置の中から前記確率が小さい順に従って、前記自
車両の停止位置を設定すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の運転支援方法であって、
　前記自車両の位置と前記交錯道路との間に中央分離帯がある場合に、前記自車両が前記
交錯道路に進入しない位置を前記停止位置とすること
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を特徴とする運転支援方法。
【請求項９】
　請求項６～８のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　交差点内で前記自車両が一方向に旋回し、かつ、前記自車両に対向する対向車両が前記
交差点内で前記自車両からみて前記一方向とは逆の方向に旋回する場合に、前記物体検出
部が前記対向車両の後端部よりも前記対向車両が走行する車線の幅方向の前記一方向の側
に位置するように前記停止位置を設定すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１０】
　請求項６～９のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　前記自車両がカーブ路を走行する場合に、前記自車両が走行する車線に対してカーブ外
側で隣接する車線に存在する前記第１領域が最小化される位置を前記停止位置とすること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　前記停止位置が横断歩道の上となる場合には、前記横断歩道の手前の位置に前記停止位
置を変更すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１２】
　請求項６～１１のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　所定時間ごとに前記停止位置を更新し、
　更新後の停止位置に向かって前記自車両を前進させること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の運転支援方法であって、
　前記停止位置が更新されない場合には、前記自車両の運転者に手動制御が必要であるこ
とを通知すること
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の運転支援方法であって、
　前記道路情報に基づいて定まる第３領域を前記交錯道路の上に設定し、
　前記第３領域と前記第１領域が重なっていない場合には、前記自車両の発進をおこなう
こと
を特徴とする運転支援方法。
【請求項１５】
　自車両に搭載された、前記自車両の周囲の物体を検出する物体検出部と、前記物体検出
部により検出された前記物体に基づいて前記自車両を制御するコントローラと、を備える
運転支援装置であって、
　前記コントローラは、
　　前記自車両が第１車速以下に減速したか否かを判定し、前記自車両が前記第１車速以
下に減速したと判定された後に、
　　　前記自車両の周囲の道路情報、前記自車両の位置又は姿勢、および、前記物体に基
づいて、前記自車両が走行する走行経路と交錯する交錯道路に存在し、前記物体によって
生じる前記物体検出部の死角となる第１領域を算出し、
　　　前記第１領域が減少するように前記自車両の位置又は姿勢を制御すること
を特徴とする運転支援装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、運転支援方法及び運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　前方の物体を検出するセンサを有する車両が、交差点で対向車線を横切って右左折を行
う場面において、右左折を待機する間、対向車線からの右左折を待機する車両により、対
向車線にセンサの死角が生じることがある。これに対して、対向車線からの車両によるセ
ンサの死角の度合いに応じた右左折のリスクを運転者に報知する運転支援装置が提案され
ている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９０５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術は、右左折に対する支援方法が運転者へのリス
ク報知に留まり、対向車線からの右左折を待機する車両による死角を考慮した停止位置を
提案するものではない。そのため、センサの死角を考慮して、自車両の停止・発進判断を
行うことができない。
【０００５】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、自車両の周囲の障害物によってセン
サに死角が存在する場合であっても、自車両の停止・発進判断を行う運転支援方法及び運
転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した問題を解決するために、本発明の一態様に係る運転支援方法及び運転支援装置
は、自車両の周囲の道路情報、自車両の位置又は姿勢、および、物体検出部によって検出
した、自車両の周囲の物体に基づいて、自車両が走行する走行経路と交錯する交錯道路に
存在し、物体によって生じる物体検出部の死角となる第１領域を算出し、第１領域が減少
するように自車両の位置又は姿勢を制御する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、自車両の周囲の障害物によってセンサに死角が存在する場合であって
も、センサの死角を考慮して、自車両の停止・発進判断を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る停止位置制御の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図３Ａ】図３Ａは、第１走行シーンを示す平面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第１走行シーンの前期の状態を示す平面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、第１走行シーンの後期の状態を示す平面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、第２走行シーンの前期の状態を示す平面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第２走行シーンの後期の状態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。説明において、同一の
ものには同一符号を付して重複説明を省略する。
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【００１０】
　［運転支援装置の構成］
　図１は、本実施形態に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である。図１に示すよ
うに、本実施形態に係る運転支援装置は、物体検出部２１と、目的地設定部１１と、自己
位置推定部１３と、地図取得部１４と、処理部１００と、提示部４１と、アクチュエータ
５１とを備える。
【００１１】
　物体検出部２１は、自車両Ｖ１に搭載された、レーザレーダやミリ波レーダ、カメラな
ど、自車両Ｖ１の周囲に存在する物体を検出する物体検出センサを備える。物体検出部２
１は、複数の異なる種類の物体検出センサを備えるものであってもよい。
【００１２】
　物体検出部２１は、物体検出センサを用いて、自車両Ｖ１の周囲の環境を検出する。例
えば、物体検出部２１は、他車両、バイク、自転車、歩行者を含む移動物体、及び停止車
両を含む静止物体を検出し、移動物体及び静止物体の自車両Ｖ１に対する位置、姿勢、大
きさ、速度、加速度、減速度、ヨーレートを検出する。物体検出部２１は、検出結果とし
て、例えば自車両Ｖ１の上方の空中から眺めた天頂図（平面図ともいう）における、２次
元の物体の挙動を出力する。また、物体検出部２１は、自車両Ｖ１の周囲に存在する標識
（道路標識や路面表示された標識）やガイドレール等を検出するものであってもよい。
【００１３】
　自己位置推定部１３は、自車両Ｖ１に搭載された、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニン
グ・システム）やオドメトリなど自車両Ｖ１の絶対位置を計測する位置検出センサを備え
る。自己位置推定部１３は、位置検出センサを用いて、自車両Ｖ１の絶対位置、すなわち
、所定の基準点に対する自車両Ｖ１の位置、姿勢及び速度を計測する。
【００１４】
　地図取得部１４は、自車両Ｖ１が走行する道路の構造を示す地図情報を取得する。地図
取得部１４は、地図情報を格納した地図データベースを所有してもよいし、クラウドコン
ピューティングにより地図情報を外部の地図データサーバから取得しても構わない。地図
取得部１４が取得する地図情報には、車線の絶対位置や車線の接続関係、相対位置関係な
どの道路構造の情報が含まれる。
【００１５】
　更に、地図取得部１４は、更新頻度の高い地図情報（例えば、ダイナミックマップに埋
め込まれている情報）を取得する。具体的には、地図取得部１４は、１秒以下の頻度で更
新される動的情報、１分以下の頻度で更新される准動的情報、１時間以下の頻度で更新さ
れる准静的情報を自車両Ｖ１の外部から無線通信により取得する。例えば、動的情報には
、周辺車両、歩行者、信号機の情報が含まれ、准静的情報には、事故情報、渋滞情報、狭
域気象情報が含まれ、准静的情報には、交通規制情報、道路工事情報、広域気象情報が含
まれる。これに対して、上記した「道路の構造を示す地図情報」は、１時間以下の頻度で
更新される静的情報に相当する。
【００１６】
　目的地設定部１１は、自車両Ｖ１の走行経路を設定するために必要な目的地の情報を、
ユーザから受け付ける。
【００１７】
　処理部１００は、物体検出部２１及び自己位置推定部１３による検出結果及び地図取得
部１４による取得情報に基づいて、自車両Ｖ１の経路を生成する。そして、アクチュエー
タ５１は、処理部１００からの指令に基づき、生成した経路に従った、自車両Ｖ１の位置
又は姿勢の制御を行う。また、処理部１００からの指令に基づき、提示部４１は所定の情
報をユーザに提示する。
【００１８】
　処理部１００（制御部またはコントローラの一例）は、ＣＰＵ（中央処理装置）、メモ
リ、及び入出力部を備える汎用のマイクロコンピュータである。処理部１００には、運転
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支援装置として機能させるためのコンピュータプログラム（走行支援プログラム）がイン
ストールされている。コンピュータプログラムを実行することにより、処理部１００は、
運転支援装置が備える複数の情報処理回路（１５、１７、３０）として機能する。
【００１９】
　なお、ここでは、ソフトウェアによって運転支援装置が備える複数の情報処理回路（１
５、１７、３０）を実現する例を示す。ただし、以下に示す各情報処理を実行するための
専用のハードウェアを用意して、情報処理回路（１５、１７、３０）を構成することも可
能である。また、複数の情報処理回路（１５、１７、３０）を個別のハードウェアにより
構成してもよい。更に、情報処理回路（１５、１７、３０）は、車両にかかわる他の制御
に用いる電子制御ユニット（ＥＣＵ）と兼用してもよい。
【００２０】
　処理部１００は、複数の情報処理回路（１５、１７、３０）として、地図内位置演算部
１５と、自車経路生成部１７と、停止位置制御部３０とを備える。更に、停止位置制御部
３０は、交錯位置特定部３１と、死角領域算出部３２と、発進判断部３３と、停止位置決
定部３５とを備える。
【００２１】
　地図内位置演算部１５は、自己位置推定部１３により得られた自車両Ｖ１の絶対位置、
及び地図取得部１４により取得された地図データから、地図上における自車両Ｖ１の位置
及び姿勢を推定する。例えば、自車両Ｖ１が走行している道路、更に当該道路のうちで自
車両Ｖ１が走行する車線を特定する。
【００２２】
　自車経路生成部１７は、経路探索条件に基づいて、自車両Ｖ１の現在地から目的地設定
部１１によってユーザから受け付けた目的地までの自車両Ｖ１の走行経路を生成する。経
路探索条件は、地図取得部１４によって取得した地図情報や、走行経路及び走行経路周辺
の交通情報及び交通法規、時間帯、道路種別並びに経路決定における優先事項等を含むも
のであってもよい。
【００２３】
　停止位置制御部３０は、物体検出部２１によって得られた検出結果と、自車経路生成部
１７により生成された自車両Ｖ１の走行経路に基づいて、自車両Ｖ１の停止位置制御を行
う。以下に、停止位置制御部３０の具体的な構成を説明する。
【００２４】
　交錯位置特定部３１は、自車両Ｖ１の走行経路と交錯する道路（以下、交錯道路）を特
定し、自車両Ｖ１の走行経路上の位置であって、当該交錯道路の領域に自車両Ｖ１が進入
を開始する位置を交錯位置として特定する。ここで、「交錯」には、「交差」、「接触」
、及び「合流」の意味が含まれる。したがって、交錯道路とは、自車両Ｖ１の走行制御の
際に考慮する必要がある他車両が走行する道路（あるいはその他の障害物が存在する道路
）を意味する。
【００２５】
　また、交錯位置特定部３１は、物体検出部２１によって検出した物体が通過する領域を
算出し、自車両Ｖ１の走行経路上の位置であって、算出した領域に自車両Ｖ１が進入を開
始する位置を交錯位置として特定するものであってもよい。
【００２６】
　死角領域算出部３２は、交錯道路上の、物体検出部２１の死角となる死角領域（第１領
域）を算出する。より具体的には、交錯位置特定部３１は、物体検出部２１で検出した物
体によって発生する、物体検出部２１の死角を算出する。
【００２７】
　また、死角領域算出部３２は、自車両Ｖ１の上方の空中から眺めた天頂図（平面図とも
いう）における、死角領域の面積を算出する。
【００２８】
　発進判断部３３は、道路情報に基づいて発進判断領域（第３領域）を交錯道路上に設定
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する。発進判断領域は、自車両Ｖ１の発進可否の判断の対象となる領域である。
【００２９】
　発進判断領域が見通せる場合、すなわち、発進判断領域に物体検出部２１の死角が存在
しない場合（発進判断領域と死角領域が重なっていない場合）には、発進判断部３３は、
自車両Ｖ１が交錯道路に進入しても、物体検出部２１が検出していない物体が死角から急
に飛び出してくる可能性は低く、自車両Ｖ１が影響を受ける可能性はないと判定する。こ
の場合、処理部１００は、停止位置制御を終了し、自車両Ｖ１を交錯道路に進入させる制
御を行う。
【００３０】
　なお、発進判断領域は、道路情報のうち、例えば交錯道路の制限速度に基づいて設定さ
れる。この場合、交錯道路の制限速度が大きいほど、単位時間あたりに他車両が交錯道路
を走行する距離が長いと想定されるため、発進判断領域は、交錯道路に沿って長い距離を
有するように設定される。逆に、交錯道路の制限速度が小さいほど、発進判断領域は、交
錯道路に沿って短い距離を有するように設定される。
【００３１】
　また、発進判断領域は、交錯位置に対して上流側の交錯道路上を走行する他車両やバイ
クなどの移動物体の速度や、自車両Ｖ１が交錯領域への進入を完了するまでの時間などに
基づいて設定されるものであってもよい。また、発進判断領域は、交錯位置に対して上流
側のみに限定して設定されるものであってもよい。
【００３２】
　停止位置決定部３５は、自車両Ｖ１の走行経路に沿って自車両Ｖ１が通過する領域であ
って、交錯道路を走行する車両および物体検出部２１によって検出した物体が通過する可
能性が低い領域（自車両Ｖ１以外の車両等が通過する確率が所定値以下である領域）を自
車両Ｖ１による自車両優先領域（第２領域）として算出する。言い換えると、自車両優先
領域とは車両等との接触の可能性が小さい領域である。そして、停止位置決定部３５は、
自車両優先領域の中で自車両Ｖ１の停止位置を設定する。
【００３３】
　なお、自車両優先領域は、所定の周期で再計算されるものであってもよい。また、停止
位置決定部３５は、自車両優先領域に含まれる複数の位置の中から、自車両Ｖ１以外の車
両等が通過する確率が小さい順に従って、自車両Ｖ１の停車位置を設定するものであって
もよい。
【００３４】
　提示部４１は、処理部１００の制御に応じて、ユーザに種々の情報を通知する。提示部
４１は、例えば、光、画像、文字等を表示する表示装置や、音声を出力するスピーカ等の
出力装置から構成される。
【００３５】
　アクチュエータ５１は、処理部１００からの実行指令を受信して、自車両Ｖ１のアクセ
ルやブレーキ、ステアリング等の各部を駆動する。
【００３６】
　［停止位置制御の処理手順］
　次に、図２のフローチャートを用いて本実施形態に係る停止位置制御の一例を説明する
。図２は、本実施形態に係る停止位置制御の処理手順を示すフローチャートである。図２
に示す停止位置制御の処理は、車両のイグニッションがオンされると開始される。
【００３７】
　図２に示す停止位置制御の処理は、自車両Ｖ１が予め定めた車速（第１車速）以下に減
速したか否かを判定し、自車両Ｖ１が第１車速以下に減速したと判定された後に、実行さ
れるものであってもよい。なお、この場合、停止位置制御中の自車両Ｖ１の車速が第１車
速以下に制限されるものではない点に注意されたい。
【００３８】
　まず、ステップＳ１０１において、交錯位置特定部３１は、自車経路生成部１７によっ



(8) JP 2019-200464 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

て生成された自車両Ｖ１の走行経路を取得する。
【００３９】
　ステップＳ１０３において、交錯位置特定部３１は、自車両Ｖ１の走行経路に基づいて
交錯道路（自車両Ｖ１の走行経路と交錯する道路）を特定する。そして、交錯位置特定部
３１は、自車両Ｖ１の走行経路上の位置であって、当該交錯道路の領域に自車両Ｖ１が進
入を開始する位置を交錯位置として特定する。
【００４０】
　ステップＳ１０５において、発進判断部３３は、道路情報に基づいて発進判断領域を交
錯道路上に設定する。
【００４１】
　ステップＳ１０７において、死角領域算出部３２は、物体検出部２１の死角が存在する
か否かを判定する。より具体的には、死角領域算出部３２が物体検出部２１の死角となる
死角領域を算出し、発進判断領域と算出された死角領域が重なっているか否かを判定する
ものであってもよい。
【００４２】
　物体検出部２１の死角が存在しない場合（ステップＳ１０７でＮＯの場合）には、自車
両Ｖ１が交錯道路に進入しても、物体検出部２１が検出していない物体が死角から急に飛
び出してくる可能性は低く、自車両Ｖ１が影響を受ける可能性が小さいことが保証される
。この場合、処理部１００は、停止位置制御を終了し、自車両Ｖ１を交錯道路に進入させ
る制御を行う。
【００４３】
　一方、物体検出部２１の死角が存在する場合（ステップＳ１０７でＹＥＳの場合）には
、ステップＳ１０９において、停止位置決定部３５は、自車両優先領域の中で自車両Ｖ１
の停止位置を設定する。
【００４４】
　そして、ステップＳ１１１において、発進判断部３３は、設定された停止位置に向かっ
て自車両Ｖ１を前進させることが可能であるか否かを判定する。より具体的には、自車両
Ｖ１の現在の位置と停止位置とを比較し、自車両Ｖ１の走行経路に沿って、停止位置が自
車両Ｖ１の現在の位置よりも前方に存在する場合には、自車両Ｖ１を前進させることが可
能であると判定する。
【００４５】
　自車両Ｖ１が前進不可である場合（ステップＳ１１１でＮＯの場合）には、ステップＳ
１１３において、自車両Ｖ１が前進不可である旨を、提示部４１はユーザに提示する。す
なわち、提示部４１は、手動制御が必要であることをユーザに通知する。
【００４６】
　一方、自車両Ｖ１が前進可能である場合（ステップＳ１１１でＹＥＳの場合）には、ス
テップＳ１１５において、処理部１００は、アクチュエータ５１を介して自車両Ｖ１の位
置又は姿勢を制御し、自車両Ｖ１を停止位置に向かって前進させる。その後、ステップＳ
１０５に戻る。
【００４７】
　なお、自車両Ｖ１を前進させる間に、ステップＳ１０５からステップＳ１１１までの処
理が行われた結果、すでに設定された停車位置とは異なる停車位置が新たに設定された場
合、すなわち、停車位置が更新された場合には、更新前の停止位置での自車両Ｖ１の停車
は不要となる。この場合、更新後の停車位置に向かって自車両Ｖ１を前進させることにな
る。更新前の停止位置での一時停車が不要であるため、自車両Ｖ１の燃費を向上させるこ
とができ、さらには、走行時間を短縮できる。
【００４８】
　また、自車両Ｖ１を前進させる間に、ステップＳ１０５及びステップＳ１０７の処理が
行われた結果、物体検出部２１の死角が存在しない位置に自車両Ｖ１が前進したと判定さ
れた場合には、自車両Ｖ１が交錯道路に進入しても、物体検出部２１が検出していない物
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体が死角から急に飛び出してくる可能性は低く、自車両Ｖ１が影響を受ける可能性が小さ
いことが保証される。そのため、停止位置での自車両Ｖ１の一時停車は不要となる。停止
位置での一時停車が不要であるため、自車両Ｖ１の燃費を向上させることができ、さらに
は、走行時間を短縮できる。
【００４９】
　さらに、物体検出部２１の死角が存在しない位置に自車両Ｖ１が前進したと判定された
場合には、自車両Ｖ１が交錯道路に進入する際、物体検出部２１が検出していない物体が
死角から急に飛び出してくる場合に対応できるよう、自車両Ｖ１の車速を小さく抑える必
要がない。その結果、自車両Ｖ１の交錯道路への進入時間が短縮され、走行時間を短縮で
きる。さらには、交錯道路に進入する前後での自車両Ｖ１の車速の変動が抑えられること
で、自車両Ｖ１の燃費を向上させることもできる。
【００５０】
　［停車位置制御の具体例］
　次に、図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ、図４Ａ、図４Ｂを参照して、走行シーンに基づいて停
車位置制御の具体例を説明する。
【００５１】
　なお、以下で説明する走行シーンは、あくまでも例示であって、本発明が適用可能な範
囲が以下で説明する走行シーンに限定されるものではないことはいうまでもない。また、
以下では、左側通行を規定する交通法規に従う走行シーンに本発明を適用した例を説明す
るが、右側通行を規定する交通法規に従う走行シーンに対しても、左右を入れ替えた読み
替えを行うことにより本発明を適用可能である。
【００５２】
　また、以下では、自車両Ｖ１が前進する方向に沿った自車両Ｖ１の前端部に物体検出部
２１が備え付けられているとし、物体検出部２１の位置が自車両Ｖ１の位置を表すものと
して説明するが、本発明はこの場合に限定されない。
【００５３】
　（第１走行シーン）
　初めに「第１走行シーン」として、交差点に自車両Ｖ１が進入して右折する場合の走行
シーンを例に説明する。図３Ａは、第１走行シーンを示す平面図である。図３Ｂは、第１
走行シーンの前期の状態を示す平面図である。図３Ｃは、第１走行シーンの後期の状態を
示す平面図である。なお、図３Ｂは、図３Ａに示す状態と同じ時刻の状態を示しており、
自車両Ｖ１が位置Ｐ０１に存在する場合が示されている。図３Ｃは、図３Ｂに示す状態か
ら時間が経過した状態を示している。
【００５４】
　図３Ａに示す自車両Ｖ１は、右折車線を走行する際、減速しながら交差点に到達する。
ここで、自車両Ｖ１の車速が第１車速以下に減速したと判定された場合に、停止位置制御
の処理が開始される。その後、自車両Ｖ１は、停止位置制御に従って交差点内を走行する
。図３Ａ～図３Ｃでは、停止位置制御に従って走行する際の自車両Ｖ１の軌跡が走行経路
ＴＲ０１として示されている。
【００５５】
　図３Ａに示すように、停止位置制御が開始されると、交錯位置特定部３１が、自車経路
生成部１７によって生成された自車両Ｖ１の走行経路を取得することにより、交差点内を
右折するとの情報を取得する。そして、交錯位置特定部３１は、自車両Ｖ１の走行経路と
交錯する道路である、交錯道路Ｄ０４を特定する。そして、交錯位置特定部３１は、位置
Ｐ０４を交錯位置として特定する。
【００５６】
　発進判断部３３は、交錯道路Ｄ０４や隣接する車線の道路情報などを含む道路情報に基
づいて、発進判断領域Ｒ０１を設定する。図３Ｂ、図３Ｃにおいて、発進判断領域Ｒ０１
は交錯道路Ｄ０４上の長方形の領域として示されている。
【００５７】
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　例えば、発進判断領域Ｒ０１の交錯道路Ｄ０４に沿った長さは、交錯道路Ｄ０４の制限
上限速度によって定められる。この場合、自車両Ｖ１が交差点の右折を完了するまでの時
間、あるいは、交錯道路Ｄ０４を通過するまでの時間に、あらかじめ定めたバッファ時間
を加算し、得られた合計時間に交錯道路Ｄ０４の制限上限速度を乗算することで、発進判
断領域Ｒ０１の長さが定められる。
【００５８】
　次に、発進判断部３３は、物体検出部２１の死角が存在するか否かを判定する。その判
定のため、死角領域算出部３２は、検出した物体によって生じる死角を算出する。
【００５９】
　第１走行シーンでは、自車両Ｖ１に対向する他車両Ｖ２が存在するため、物体検出部２
１は他車両Ｖ２を物体として検出する。
【００６０】
　なお、他車両Ｖ２は、自車両Ｖ１から見て交差点内を左折しようとする車両である。す
なわち、自車両Ｖ１が交差点内を一方向に旋回する際、自車両Ｖ１から見て他車両Ｖ２は
当該一方向とは逆の方向に交差点内を旋回しようとしている。
【００６１】
　死角領域算出部３２は、他車両Ｖ２によって発生する物体検出部２１の死角を算出し、
死角となる領域をセンサ死角Ｓ０２として設定する。また、物体検出部２１によって検出
できる範囲を認識領域Ｓ０１として設定する。さらに、死角領域算出部３２は、発進判断
領域Ｒ０１のうち、センサ死角Ｓ０２と重なる部分を死角領域Ｒ０２として設定する。
【００６２】
　なお、物体検出部２１が検出した他車両Ｖ２のうち、所定の車速以下の車速で走行する
他車両Ｖ２のみを、死角領域を算出する処理の対象とするものであってもよい。
【００６３】
　図３Ｂの場合、発進判断領域Ｒ０１のうち一部分がセンサ死角Ｓ０２と重なった結果、
死角領域Ｒ０２が生じている。このとき、発進判断部３３は死角が存在すると判定する。
この場合、停止位置決定部３５は、自車両優先領域Ｄ０２を算出し、自車両優先領域Ｄ０
２の中で、位置Ｐ０２を停止位置として設定する。
【００６４】
　なお、図３Ｂでは、走行経路ＴＲ０１に沿って自車両が通過する領域Ｄ０３から、交錯
道路Ｄ０４及び他車両Ｖ２が通過する可能性が高い領域Ｄ０１を除く領域を定め、当該領
域のうち、自車両Ｖ１の現在位置が含まれる領域を、自車両優先領域Ｄ０２として設定し
ている。しかしながら、自車両優先領域Ｄ０２の設定方法はこれに限定されない。
【００６５】
　なお、自車両優先領域Ｄ０２の中にある複数の位置からある一つの位置を選択して、当
該位置を停止位置として設定する方法としては、種々の方法が考えられる。ここでは、物
体検出部２１によって検出した他車両Ｖ２や、交錯道路Ｄ０４を走行する他車両が通過す
る確率（以下、通過確率）に基づいて、自車両優先領域Ｄ０２の中にある位置を選択して
いる。図３Ｂに示す場合、位置Ｐ０３よりも位置Ｐ０２の方が自車両Ｖ１の車体に近いた
め、通常、位置Ｐ０３における通過確率よりも、位置Ｐ０２における通過確率の方が小さ
い。よって、位置Ｐ０２を停止位置として設定している。
【００６６】
　なお、位置Ｐ０２、位置Ｐ０３は、走行経路ＴＲ０１のうち位置Ｐ０１から位置Ｐ０４
に至るまでの区間を所定の長さ間隔で区分する点として決められるものであってもよい。
【００６７】
　発進判断部３３は、停止位置として設定された位置Ｐ０２に向かって自車両Ｖ１を前進
させることが可能であるか否かを判定する。図３Ｂの場合、自車両Ｖ１の走行経路ＴＲ０
１に沿って、停止位置である位置Ｐ０２は自車両Ｖ１の現在の位置Ｐ０１よりも前方に存
在する。そのため、発進判断部３３は、自車両Ｖ１を前進させることが可能であると判定
する。その結果、処理部１００は、アクチュエータ５１を介して自車両Ｖ１の位置又は姿
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勢を制御し、自車両Ｖ１を位置Ｐ０２に向かって前進させる。
【００６８】
　また、自車両Ｖ１が位置Ｐ０２に前進する間にも、再度、自車両優先領域Ｄ０２の再計
算が行われ、上述したように停止位置の更新が行われる。その結果、停止位置は順次更新
され、位置Ｐ０２、位置Ｐ０３、位置Ｐ０４のように変化する。停止位置の更新に従って
、自車両Ｖ１が前進する。
【００６９】
　今、図３Ｃに示すように、自車両Ｖ１が位置Ｐ０３まで前進した状況を検討する。図３
Ｃでは、センサ死角Ｓ０２は発進判断領域Ｒ０１と重なっていないため、死角領域Ｒ０２
が消滅する。このとき、発進判断部３３は死角が存在しないと判定する。
【００７０】
　図３Ｃに示す場合、発進判断領域Ｒ０１の全体を物体検出部２１が見通すことができる
。よって、自車両Ｖ１が交錯道路に進入しても、物体検出部２１が検出していない物体が
死角から急に飛び出してくる可能性は低く、自車両Ｖ１が影響を受ける可能性が小さいこ
とが保証される。また、発進判断領域Ｒ０１にも物体が存在しないため、自車両Ｖ１が交
錯道路Ｄ０４に進入したとしても、自車両Ｖ１と衝突の危険性のある物体がないことが保
証される。したがって、処理部１００は、停止位置制御を終了し、自車両Ｖ１を交錯道路
Ｄ０４に進入させた後の、自車両Ｖ１が交錯道路Ｄ０４を横断する際の制御を行う。
【００７１】
　（第２走行シーン）
　次に「第２走行シーン」として、非優先車線から優先車線へ自車両が進入する場合の走
行シーンを例に説明する。図４Ａは、第２走行シーンの走行シーン前期の状態を示す平面
図である。図４Ｂは、第２走行シーンの走行シーン後期の状態を示す平面図である。なお
、図４Ａは、自車両Ｖ１が非優先車線上の位置Ｐ２１に存在する場合が示されている。図
４Ｂは、図４Ａに示す状態から時間が経過した状態を示している。
【００７２】
　図４Ａに示す自車両Ｖ１は、自車両Ｖ１が走行する車線よりも優先度が高い車線への親
友を開始しようとする際、減速しながら交差点に到達する。ここで、自車両Ｖ１の車速が
第１車速以下に減速したと判定された場合に、停止位置制御の処理が開始される。その後
、自車両Ｖ１は、停止位置制御に従って優先車線への進入を開始する。図４Ａ、図４Ｂで
は、停止位置制御に従って走行する際の自車両Ｖ１の軌跡が走行経路ＴＲ２１として示さ
れている。
【００７３】
　図４Ａに示すように、停止位置制御が開始されると、交錯位置特定部３１が、自車経路
生成部１７によって生成された自車両Ｖ１の走行経路を取得することにより、優先車線へ
の進入を開始するとの情報を取得する。そして、交錯位置特定部３１は、自車両Ｖ１の走
行経路と交錯する道路である優先車線を、交錯道路として特定し、位置Ｐ２２を交錯位置
として特定する。
【００７４】
　発進判断部３３は、優先車線の道路情報に基づいて、発進判断領域Ｒ２１を設定する。
図４Ａ、図４Ｂでは、位置Ｐ２２よりも上流側の優先車線の路肩に停止車両Ｖ３が存在す
る場合、発進判断領域Ｒ２１は、停止車両Ｖ３及び停止車両Ｖ３から上流の部分が占める
領域が除かれた形状として設定されている。
【００７５】
　次に、発進判断部３３は、停止車両Ｖ３によって物体検出部２１の死角が生じているか
否かを判定する。その判定のため、死角領域算出部３２は、物体検出部２１で検出した停
止車両Ｖ３によって生じる死角を算出する。
【００７６】
　死角領域算出部３２は、停止車両Ｖ３によって発生する物体検出部２１の死角を算出し
、死角となる領域をセンサ死角Ｓ２３として設定する。また、物体検出部２１によって検



(12) JP 2019-200464 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

出できる範囲を認識領域Ｓ２１及び認識領域Ｓ２２として設定する。ここで、認識領域Ｓ
２１は正面センサによって認識可能な領域、認識領域Ｓ２２は、側面センサによって認識
可能な領域を示している。さらに、死角領域算出部３２は、発進判断領域Ｒ２１のうち、
センサ死角Ｓ２３と重なる部分を死角領域Ｒ２２として設定する。
【００７７】
　図４Ａの場合、発進判断領域Ｒ２１のうち一部分がセンサ死角Ｓ２３と重なった結果、
死角領域Ｒ２２が生じている。このとき、発進判断部３３は死角が存在すると判定する。
この場合、停止位置決定部３５は、自車両優先領域Ｄ２２を算出し、自車両優先領域Ｄ２
２の中で、位置Ｐ２２を停止位置として設定する。
【００７８】
　なお、図４Ａでは、走行経路ＴＲ２１に沿って自車両が通過する領域から、交錯道路で
ある優先車線を除く領域を、自車両優先領域Ｄ２２として設定している。しかしながら、
自車両優先領域Ｄ２２の設定方法はこれに限定されない。
【００７９】
　なお、自車両優先領域Ｄ０２の中にある複数の位置からある一つの位置を選択して、当
該位置を停止位置として設定する方法としては、種々の方法が考えられる。
【００８０】
　発進判断部３３は、停止位置として設定された位置Ｐ２２に向かって自車両Ｖ１を前進
させることが可能であるか否かを判定する。図４Ａの場合、自車両Ｖ１の走行経路ＴＲ０
１に沿って、停止位置である位置Ｐ２２は自車両Ｖ１の現在の位置Ｐ２１よりも前方に存
在する。そのため、発進判断部３３は、自車両Ｖ１を前進させることが可能であると判定
する。その結果、処理部１００は、アクチュエータ５１を介して自車両Ｖ１の位置又は姿
勢を制御し、自車両Ｖ１を位置Ｐ２２に向かって前進させる。
【００８１】
　また、自車両Ｖ１が位置Ｐ２２に前進する間にも、再度、自車両優先領域Ｄ２２の再計
算が行われ、上述したように停止位置の更新が行われる。その結果、停止位置は順次更新
され、位置Ｐ２２、位置Ｐ２３、位置Ｐ２４のように変化する。停止位置の更新に従って
、自車両Ｖ１が前進する。
【００８２】
　今、図４Ｂに示すように、自車両Ｖ１が位置Ｐ２３まで前進した状況を検討する。位置
Ｐ２１から位置Ｐ２３まで自車両Ｖ１が前進した結果、図４Ｂにおける死角領域Ｒ２２の
面積は、図４Ｂにおける死角領域Ｒ２２の面積よりも小さくなる。すなわち、死角領域Ｒ
２２が減少するように自車両Ｖ１の位置又は姿勢が制御されることが分かる。
【００８３】
　また、優先車線に面する停止車両Ｖ３の側面を、優先車線の延在する方向に伸ばした線
上の位置Ｐ０４まで自車両Ｖ１が前進した場合、センサ死角Ｓ２３が発進判断領域Ｒ２１
と重ならない状態となる。
【００８４】
　自車両Ｖ１が位置Ｐ０４まで前進した状況では、センサ死角Ｓ２３が発進判断領域Ｒ２
１と重ならないため、死角領域Ｒ２２が消滅する。このとき、発進判断部３３は死角が存
在しないと判定する。したがって、処理部１００は、停止位置制御を終了し、自車両Ｖ１
を交錯道路である優先車線に進入させた後の通常の走行制御を行う。
【００８５】
　（その他の走行シーン）
　上述した走行シーンの他にも種々の走行シーンが想定され、本発明が適用可能な範囲が
限定されるものではないことはいうまでもない。
【００８６】
　例えば、自車両Ｖ１の位置と交錯道路との間に、中央分離帯がある場合であって、中央
分離帯の切れ目を通って、交錯道路への進入、交錯道路の横断を行う場合を想定する。こ
の場合、交錯道路上の死角をなるべく小さくする位置として、中央分離帯の切れ目であっ
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て、交錯道路に進入しない位置を停止位置とすることが望ましい。このように、中央分離
帯がある場合には、交錯道路に進入しない位置を停止位置とすることにより、自車両Ｖ１
の安全を確保しながら、交錯道路への進入を実現できる。
【００８７】
　また、例えば、自車両Ｖ１がカーブ路を走行する場合であって、自車両Ｖ１が走行する
車線に対してカーブ外側で隣接する車線に、自車両Ｖ１が進入する場合を想定する。この
場合、カーブ外側で隣接する車線上を走行する他車両との衝突を回避するため、カーブ外
側で隣接する車線に対する死角が小さくなる位置を停車位置とすることが望ましい。この
ように、カーブ路を走行中に車線変更を行う場合であっても、カーブ外側で隣接する車線
に対する死角が小さくなるため、自車両Ｖ１の安全を確保しつつ、かつ、カーブ路におい
ても、迅速な車線変更を実現できる。
【００８８】
　その他にも、停車位置制御によって設定された停車位置として、横断歩道上の位置が設
定される場合には、代わりに、横断歩道の手前の位置を停車位置として設定するものであ
ってもよい。このように横断歩道の手前の位置が停車位置として設定されると、自車両Ｖ
１が横断歩道上で停止してしまうことが回避される。その結果、横断歩道を歩行する歩行
者の妨げとなる場所まで自車両Ｖ１が移動してしまうことを回避できる。
【００８９】
　［実施形態の効果］
　以上詳細に説明したように、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば
、物体検出部によって自車両の周囲の物体を検出し、自車両が第１車速以下に減速したか
否かを判定し、自車両が前記第１車速以下に減速したと判定された後に、自車両の周囲の
道路情報、自車両の位置又は姿勢、および、自車両の周囲の物体に基づいて、自車両が走
行する走行経路と交錯する交錯道路に存在し、物体によって生じる物体検出部の死角とな
る第１領域を算出し、第１領域が減少するように自車両の位置又は姿勢を制御する。
【００９０】
　これにより、物体検出部によって検出可能な領域が増加し、自車両の周囲の物体によっ
て生じる、物体検出部の死角により走行制御の実行が妨げられる場合であっても、走行制
御を実行できる可能性が増加する。その結果、スムーズな走行を実現することができる。
また、物体検出部が検出していない物体が死角から急に飛び出してくる場合に対応できる
ように自車両の車速を小さく抑える必要がないため、自車両の走行時間を短縮できる。さ
らには、燃費の向上にもつながる。
【００９１】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、自車両が交差点内を
走行する場合に、物体として自車両に対向する他車両を検出し、他車両に基づいて第１領
域を算出するものであってもよい。自車両が交差点内を走行する場合に、他車両によって
生じる死角が減少するように自車両の位置又は姿勢が制御されるため、他車両によって物
体検出部に死角が生じる場合であっても、交差点内を走行できる可能性が増加する。
【００９２】
　特に、自車両が交差点を右左折する場合に、交差点内で自車両に対向する他車両による
死角が小さくなるよう自車両の制御が行われるため、他車両によって生じる死角から物体
が急に飛び出してくる場合のリスクを低減することができる。
【００９３】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、物体として自車両
に対向する他車両を検出し、第２車速以下の車速で走行する他車両に基づいて第１領域を
算出するものであってもよい。物体検出部によって検出した他車両のすべてを停止位置制
御の対象とするのではなく、交差点内で停止あるいは第２車速以下の車速で走行する他車
両のみを対象とすることで、停止位置制御部の計算負荷を低減させることができる。
【００９４】
　特に、物体検出部に対して長時間の死角を生じさせる他車両を対象とした停止位置制御
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が行われることになり、死角から物体が飛び出してくる場合のリスクをより効果的に低減
できる。
【００９５】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、第１領域が減少する
ように自車両の位置又は姿勢を制御した後、自車両が交錯道路を横断する制御を行うもの
であってもよい。停止位置制御を行った結果、第１領域が減少して死角から物体が飛び出
すリスクが小さくなった後に、停止位置制御を終了して自車両が交錯道路を横断する制御
が行われるため、停止位置制御が不要な状況に対して停止位置制御が行われることを抑制
できる。その結果、自車両が交錯道路を横断する際の時間を短縮でき、さらには、燃費の
向上にもつながる。
【００９６】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、自車両が交錯道路
よりも優先度が低い非優先車線を走行しているか否かを判定し、自車両が非優先車線を走
行していると判定された場合に、第１領域が減少するように自車両の位置又は姿勢を制御
するものであってもよい。自車両が非優先車線から優先車線へ自車両が進入する場合に停
止位置制御を開始することにより、優先車線への進入をスムーズに実現できる。
【００９７】
　特に、非優先車線から見て、停止車両等の存在により優先車線を見通せない場合であっ
ても、優先車線上に発生する物体検出部の死角が減少するように自車両の位置又は姿勢が
制御されるため、自車両が安全に優先車線に対して進入することができるようになる。さ
らには、優先車線への自車両の進入時に停止位置制御が行われるため、優先車線を走行中
の他車両を運転するドライバが、自車両の進入を脅威と感じる可能性を小さく抑えること
ができる。その結果、優先車線上での他車両の急ブレーキ等を抑制でき、優先車線上での
渋滞発生などのリスクを抑えることにもつながる。
【００９８】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、走行経路のうち、交
錯道路を走行する他車両および物体が通過する確率が所定値以下となる位置の集合を第２
領域として算出し、第２領域の中で自車両の停止位置を設定し、停止位置に向かって自車
両を前進させるものであってもよい。これにより、自車両が停止位置に前進したとしても
、交錯道路を走行する他車両および物体が、自車両と接触する確率が所定値以下であるこ
とが保証されるので、停止位置制御において自車両を前進させる制御の安全性を向上させ
ることができる。
【００９９】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、第２領域に含まれ
る複数の位置の中から、交錯道路を走行する他車両および物体が通過する確率が小さい順
に従って、自車両の停止位置を設定するものであってもよい。これにより、自車両が停止
位置に前進したとしても、交錯道路を走行する他車両および物体が、自車両と接触する確
率をなるべく小さく保ったまま、自車両を前進させる制御を行うことができる。
【０１００】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、自車両の位置と交錯
道路との間に中央分離帯がある場合に、自車両が交錯道路に進入しない位置を停止位置と
するものであってもよい。この場合、自車両の停止位置は、中央分離帯の切れ目に設定さ
れるため、交錯道路を走行する他車両および物体が通過する確率がほとんどゼロの位置に
停止位置が設定されることになる。その結果、自車両の安全を確保しながら、交錯道路へ
の進入を実現できる。
【０１０１】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、交差点内で自車両
が一方向に旋回し、かつ、自車両に対向する対向車両が交差点内で自車両からみて一方向
とは逆の方向に旋回する場合に、物体検出部が対向車両の後端部よりも対向車両が走行す
る車線の幅方向の一方向の側に位置するように停止位置を設定するものであってもよい。
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【０１０２】
　すなわち、交差点内で自車両と対向する対向車両が、自車両から見て、自車両の右左折
する方向とは逆方向へ右左折する場合に、対向車両によって交錯道路上に生じる死角がも
っとも小さくなる位置が停止位置として設定される。そのため、対向車両によって生じる
死角から物体が急に飛び出してくる場合のリスクを低減することができる。また、交差点
内で対向車両とは逆方向に向かう走行経路を自車両が前進することが保証されるので、対
向車両との衝突の危険性も低減できる。
【０１０３】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、自車両がカーブ路を
走行する場合に、自車両が走行する車線に対してカーブ外側で隣接する車線に存在する第
１領域が最小化される位置を停止位置とするものであってもよい。この場合、カーブ路を
走行中に車線変更を行う場合であっても、カーブ外側で隣接する車線に対する死角が小さ
くなるため、自車両Ｖ１の安全を確保しつつ、かつ、カーブ路においても、迅速な車線変
更を実現できる。
【０１０４】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、停止位置が横断歩
道の上となる場合には、横断歩道の手前の位置に停止位置を変更するものであってもよい
。このように横断歩道の手前の位置が停車位置として設定されると、自車両Ｖ１が横断歩
道上で停止してしまうことが回避される。その結果、横断歩道を歩行する歩行者の妨げと
なる場所まで自車両Ｖ１が移動してしまうことを回避できる。
【０１０５】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、所定時間ごとに停止
位置を更新し、更新後の停止位置に向かって自車両を前進させるものであってもよい。停
車位置が更新された場合には、更新前の停止位置での自車両Ｖ１の停車は不要となるため
、自車両Ｖ１の燃費を向上させることができ、さらには、走行時間を短縮できる。その結
果、停止位置制御中に設定された停止位置で自車両が停止・発進を繰り返す頻度を少なく
することができ、スムーズな自車両の前進を実現できる。
【０１０６】
　さらに、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、停止位置が更新さ
れない場合には、自車両の運転者に手動制御が必要であることを通知するものであっても
よい。手動制御が必要であることが通知されることで、ユーザが自車両の制御に介入する
必要のある状況を認識することができる。
【０１０７】
　また、本実施形態に係る運転支援方法及び運転支援装置によれば、道路情報に基づいて
定まる第３領域を交錯道路の上に設定し、第３領域と第１領域が重なっていない場合には
、自車両の発進をおこなうものであってもよい。この場合、交錯道路上において、自車両
の発進可否の判断の対象となる領域に死角が存在しないことが保証されるため、物体検出
部が検出していない物体が死角から急に飛び出してくる可能性が小さい状況をより正確に
判定することができる。また、停止位置制御が不要な状況に対して停止位置制御が行われ
ることを抑制できる。その結果、自車両が交錯道路を横断する際の時間を短縮でき、さら
には、燃費の向上にもつながる。
【０１０８】
　上述の実施形態で示した各機能は、１又は複数の処理回路によって実装されうる。処理
回路には、プログラムされたプロセッサや、電気回路などが含まれ、さらには、特定用途
向けの集積回路（ＡＳＩＣ）のような装置や、記載された機能を実行するよう配置された
回路構成要素なども含まれる。
【０１０９】
　以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定され
るものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。この
開示の一部をなす論述および図面は本発明を限定するものであると理解すべきではない。
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この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
【０１１０】
　本発明はここでは記載していない様々な実施形態等を含むことは勿論である。したがっ
て、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によ
ってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【０１１１】
　１１　目的地設定部
　１３　自己位置推定部
　１４　地図取得部
　１５　地図内位置演算部
　１７　自車経路生成部
　２１　物体検出部
　３０　停止位置制御部
　３１　交錯位置特定部
　３２　死角領域算出部
　３３　発進判断部
　３５　停止位置決定部
　４１　提示部
　５１　アクチュエータ
　１００　処理部
　Ｄ０２，Ｄ２２　自車両優先領域（第２領域）
　Ｄ０４　交錯道路
　Ｒ０１，Ｒ２１　発進判断領域（第３領域）
　Ｒ０２，Ｒ２２　死角領域（第１領域）
　Ｖ１　自車両
　Ｖ２　他車両
　Ｖ３　停止車両
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